
第７章 雑 則 
（施行細則） 
第４５条 この定款の施行について必要な細則は理事会の決議を経て別に定める。 
 
附 則 

1 この定款は、東京国税局長の設立の許可があった日から施行する。（昭和５４年６月２

６日） 
2 従来、千葉県法人会連合会に属した会員及び同会の権利義務一切は、本会が継承する。 
3 本会の設立当初の役員は、第１４条の規定にかかわらず別紙名簿のとおりとし、その任

期は、第１６条第１項の規定にかかわらず昭和５５年３月３１日までとする。（別紙省

略） 
4 本会の設立初年度の事業年度は、第４０条の規定にかかわらず創立総会の日から昭和５

５年３月３１日までとする。 
 
附 則 （昭和５９年５月２３日改正） 
この定款は、昭和５９年７月１３日から施行する。 
 

平成 年 月 日第 回通常総会 
付 則 

平成 年 月 日認  可 
 
この変更は、主務官庁の許可のあった日から施行する。 
「（注）第３条・第４条・第２５条２項・第２１条（連絡協議会）条項を追加改正。以下条項を

繰下げ。」 


